
国立大学法人東京農工大学役員退職手当規程実施細則の一部を改正する細則 

国立大学法人東京農工大学役員退職手当実施細則（１８細則第１８号）の一部を次のとおり改正する。 

現行 改正案 備考 

国立大学法人東京農工大学役員退職手当実施細則 

 

平成１８年３月２７日

１８細則第１８号

 

 

第１条～第７条 省略 

 

   附 則  省略 

    

別表第１ 

 イ 省略 

 ロ 平成１８年４月１日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第１号区分 一 平成１８年４月１日以後適用されている国立大学法人東

京農工大学役員報酬規程（以下「平成１８年４月以後の役

員報酬規程」という。）の役員俸給表の適用を受けていた者

で同表６号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの

二 法施行令別表第１ロに掲げる第１号区分の項に掲げるも

の 

第２号区分 一 平成１８年４月以後の役員報酬規程の役員俸給表の適用

を受けていた者で同表１号俸から５号俸までの俸給月額を

受けていたもの 

二 法施行令別表第１ロに掲げる第２号区分の項に掲げるも

の 

（以下略） （以下略）  

 

 

 

 

第１条～第７条 省略（現行どおり） 

 

   附 則  省略（現行どおり） 

    

別表 

 イ 省略（現行どおり） 

 ロ 平成１８年４月１日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第１号区分 一 平成１８年４月１日以後適用されている国立大学法人東

京農工大学役員報酬規程（以下「平成１８年４月以後の役

員報酬規程」という。）の役員俸給表の適用を受けていた者

で同表７号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの

二 法施行令別表第１ロに掲げる第１号区分の項に掲げるも

の 

第２号区分 一 平成１８年４月以後の役員報酬規程の役員俸給表の適用

を受けていた者で同表１号俸から６号俸までの俸給月額を

受けていたもの 

二 法施行令別表第１ロに掲げる第２号区分の項に掲げるも

の 

（以下略） （以下略） 

    

 

 

附 則（１９細則第１４号） 

 この細則は、平成１９年１１月５日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 


